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 本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民

間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に

伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与すること

を目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものでは

ない。 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

    所  属  個人 

    型  式  富士重工式ＦＡ－２００－１６０型 

    登録記号  ＪＡ３４９２ 

    事故種類  不時着時の機体損壊 

    発生日時  平成２５年９月２３日  １４時２５分ごろ 

    発生場所  千葉県八千代市尾崎 

 

平成２６年６月１３日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

                                委 員 長  後  藤  昇  弘（部会長） 
                                委   員  遠 藤 信 介 
                                委   員  石 川 敏 行 
                                委   員  田 村 貞 雄 
                                委   員  首 藤 由 紀 
                                委   員  田 中 敬 司 
 

１ 調査の経過 

 運輸安全委員会は、平成２５年９月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか１名の航空

事故調査官を指名した。原因関係者から意見聴取を行った。 
 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 機長、同乗者及び目撃者の口述並びに携帯電話に記録されていたＧＰＳの

データによれば、事故に至るまでの経過は概略次のとおりであった。 
個人所属富士重工式ＦＡ－２００－１６０型ＪＡ３４９２は、平成２５年

９月２３日（月）、本件機長の操縦士Ａが左前席、操縦士Ｂが右前席、他の

同乗者２名が後席に、計４名が搭乗し、遊覧のため茨城県稲敷郡所在の大利

根場外離着陸場を１４時１５分に離陸した。操縦士Ａは、操縦士Ｂに離陸を

任せ、離陸後に操縦を替わった。同 
機は、千葉県八千代市上空を高度

１,５００ftで千葉県千葉市幕張に向

け飛行中、エンジン稼働状態が不規

則になってきた。操縦士Ａは、住宅

街の上空であったため、田園が広が

っている北西方向に右旋回して機首

を向けた。操縦士Ａは、燃料気化器

ヒーター、電動補助燃料ポンプ及び

スロットルを操作したが、状況は改

善しなかった。操縦士Ｂは、右への

旋回を終了した時点でエンジンは止

まったと記憶していた。 

同機は、１４時２５分ごろ、千葉 
県八千代市尾崎の稲刈り後の田に下 

推定飛行経路図 

大利根場外

離着陸場 

国土地理院「電子国土」使用

Ｎ 

不時着位置
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図の推定飛行経路で不時着した。不時着時、車輪の一つが上に飛び、垂直尾

翼に当たったことが目撃されている。 
事故当日、大利根場外離着陸場を離着陸場とする同機の３回目の飛行で発

生した。 

１回目の飛行は、操縦士Ｂが機長として左席に、他の操縦士が右席に着座

して、タッチアンドゴー及びアクロバット飛行を含む１時間２５分の飛行を

行った。 

２回目の飛行も機長は操縦士Ｂで、本事故が発生したときと同じ着座位置

で計４名が搭乗し、初めて同型機を操縦する操縦士Ａの慣熟飛行を１５分程

度行った。この時の離着陸は操縦士Ｂが行い、操縦士Ａは上空での操縦を

行った。また、１回目及び２回目の飛行において機体の不調はなかった。 

本事故が発生した３回目の飛行は、２回目の飛行の着陸後、エンジンを停

止せずに携帯電話で、機長を操縦士Ａとして飛行計画を百里空港事務所の運

航情報官に通報して離陸した。 

  
 
 

2.2 死傷者 １名が鼻に軽い打撲 
2.3 損壊 航空機の損壊の程度：中破 

・ 前脚及び左右主脚の脱落 
・ 左右フラップの変形 
・ 胴体外板の亀裂 
・ 垂直尾翼前方の右への変形 
・ プロペラブレード２枚のうち１枚の後方への湾曲 

2.4 乗務員等 (1) 操縦士Ａ 男性 ４７歳 
   自家用操縦士技能証明書（飛行機） 
     限定事項 陸上単発機           平成１６年３月１日 
   第２種航空身体検査証明書   有効期限：平成２６年１０月２９日 
   総飛行時間                  ３５０時間３９分 
   同型式機による飛行時間              ０時間００分 
(2) 操縦士Ｂ 男性 ５８歳 
   自家用操縦士技能証明書（飛行機） 
     限定事項 陸上単発機            平成２４年１月２５日 
   第２種航空身体検査証明書    有効期限：平成２６年２月１４日 

Ｎ

牛舎 

目撃者がいた田 電線 

用水路 

コンクリート製護岸 

イメージ断面図 

左主脚 前脚 

右主脚 
土手の接触痕 

推定飛行経路 

電柱 

国土地理院地図使用 

土手の接触痕 護岸への接触痕

電柱 

あし
．．

事故機

風向 ０５０° 

風速 １４kt 

（下総飛行場の14時 00分の 

航空気象観測値） 
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   総飛行時間                  １７７時間４８分 
   同型式機による飛行時間             ８９時間５１分 

2.5 航空機等 航空機型式：富士重工式ＦＡ－２００－１６０型 
製造番号：ＦＡ－２００－６０、製造年月日：昭和４４年９月２９日 

耐空証明書                 第大－２０１２－３９１号 
有効期間：平成２５年１０月２１日 

耐空類別               飛行機普通Ｎ、実用Ｕ又は曲技Ａ 
総飛行時間                   １０,６７２時間４７分 

定期点検（50時間点検、平成25年 5月 19日）後の飛行時間      ３０時間１７分 
2.6 気象 事故現場の北西約９km に位置する下総飛行場の１４時００分の航空気象観

測値は、次のとおりであった。 

風向 ０５０°、風速 １４kt、卓越視程 １０km以上 

   雲 雲量 ２／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,５００ft、 

     雲量 ５／８ 雲形 層積雲 雲底の高さ ４,５００ft、 

   気温２４℃、露点温度１５℃、高度計規正値（ＱＮＨ）３０.０９inHg

2.7  燃料の搭載量 １回目の飛行の前後において燃料搭載量の目視点検を行った操縦士Ｂによ

ると、飛行前の燃料搭載量は、左燃料タンクが７～８割（約７０～８０ℓ）及

び右燃料タンクが４～５割（約４０～５０ℓ）であった。また、飛行後は右燃

料タンクが３割（約３０ℓ）程度に減っていたが、左燃料タンクが依然として

７割（約７０ℓ）程度であった。このため操縦士Ｂは、他の操縦士及び近くに

いた他機の整備士に相談し、圧縮空気を使って左燃料タンクのベントライン

に詰まりがないことを確認した。操縦士Ｂは、残燃料点検後に給油するつも

りであったが、他の操縦士と話し合った結果、同機は燃料が片減りする傾向

があること、次の飛行では４人が搭乗し重量が重くなること及び１時間程度

の飛行では残燃料で足りることを考慮し、飛行直後の一時的な現象であろう

と判断し給油しなかった。操縦士Ｂは、平成２５年になって同機に６０～７０

時間程度搭乗しているが、同機の特性として着陸後、残燃料を点検すると右

が少なく左が多めという現象が続いていたと述べている。操縦士Ｂは、不時

着後、燃料搭載量を目視点検したところ、右燃料タンクは空であったが、左

燃料タンクは１回目の飛行前から不時着後まで変わらなかったと記憶してい

た。なお、操縦士Ｂは同機の燃料消費率は１時間当たり３４ℓ（９gal）程度

と述べている。 

操縦士Ａは、２回目の飛行前における右の燃料計の指示が、限りなくゼロ

に近く、左の燃料計の指示が７～８割程度であったと記憶しており違和感は

あったが、同機に詳しい操縦士Ｂが飛行を中止しなかったので大丈夫なのだ

と思った。 

2.8  燃料搭載量の確

認方法 

操縦士Ｂ及び他の操縦士は、同機の燃料計はあまり精度が高くなく、指針

の振れもあると述べており、燃料計の指示をあまり信頼しない傾向にあっ

た。同機の飛行規程には、飛行前点検の項目に「目視による燃料液面の確

認」の記載があり、搭乗者間では、飛行前点検における目視による搭載量の

確認が行われていた。 
なお、燃料計の作動試験は５０時間ごとの点検にて実施される。同機は、

本事故の約４ヶ月前に５０時間点検を実施し、燃料計の作動試験も実施され

ていた。 
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2.9  燃料系統の状況 

・同機の燃料は、左右の燃料タンクからそれぞれの燃料タンクろ過器（粗い

網）及び逆流防止弁を経由し中央のサンプタンクに集められ、そこから燃

料開閉弁、燃料ろ過器（細かい網）、燃料ポンプ及び燃料気化器を経由し

てエンジンに供給される。これらの配管等に燃料漏れの痕跡は確認できな

かった。 

・左右の燃料タンク容量は各々約９８ℓ（２６gal）である。 

・サンプタンクの容量は約２ℓ（０.５４gal）である。 

・右燃料タンクの残燃料は０.１４６ℓ（０.０３８６gal）であった。 

・左燃料タンク及びサンプタンクの残燃料は合計で約７５ℓ（２０gal）で

あった。 

・燃料気化器内の残燃料はなかった。 

・各燃料タンクろ過器、燃料ろ過器及び燃料タンクベントラインに詰まりは

なかった。 

・エンジンの４つあるシリンダーの上下に１つずつ取り付けられていた点火

プラグのうち、２番シリンダーの下側の点火プラグはオイルで濡れていた

が、残りの７本は正常な燃焼の痕跡があった。 

・同機の整備体制は、定時整備及び耐空証明検査受検作業のみ特定の整備士

に委託していたが、普段の運航整備は特定の整備士又は整備会社が携わっ

ている体制ではなく、同機の機体状況に精通した整備士はいなかった。 

・同機は左右で燃料が片減りする傾向があった。 

・サンプタンクの左右に付いている各逆流防止弁は、マニュアルどおりにヒ

ンジの位置を上にして取り付けられておらず、自重でヒンジ部分から下側

に弁がずれていたが、固着した状態ではなかった。また、逆流防止弁に取

付け後のスリップマークが施されていたが、製   

造時に施されるものとは異なっていた。 

・サンプタンクの残燃料をドレーンバルブから

抜き取ったときは異物を発見できなかったが、

機体からサンプタンクを取り外して内部を洗浄

したところ、多量の泥やほこりのような異物が

採取された。 
2.10  燃料の片減り 

の調整時期 

同機の設計・製造者が昭和４５年１月２６日付けで発行したサービス通信

「燃料の片減り調整について」によると、調整の実施時期は、燃料計左右の

指示差が１／４を超える燃料片減りがあるとき、または左右燃料タンクの燃

サンプタンク 
右燃料タンク 

燃料タンクろ過器（粗い網）

逆流防止弁 

燃料タンクベントライン

燃料開閉弁 

燃料ろ過器（細かい網） 

左燃料タンク 

電動補助燃料ポンプ 

燃料気化器 

エンジン 
燃料系統略図

ドレーンバルブ

ドレーンバルブ 

発見された異物 

エンジン駆動燃料ポンプ
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料残量レベル差が５０㎜を超えたときとしている。また、いかなる飛行を通

しても燃料計左右の指示差が１／２を超えないことと記載されている。 
2.11  逆流防止弁の 

機能検査 

同機の設計・製造者において、逆流防止弁の機能検査を次のとおり実施し

た。 

(1) 圧力降下検査 

一定の流量を逆流防止弁内に流し

て行う圧力降下検査では、左逆流防

止弁は右逆流防止弁に比べ圧力降下

が大きく、弁の開きが少なかった。 

また、左逆流防止弁は圧力降下検査で製造出荷時の基準値を外れていた。

(2) 閉鎖機能検査 

逆流防止弁前後の静圧差による閉鎖機能検査において、右逆流防止弁に

比べ左逆流防止弁は弁を閉める力が弱かった。特に左逆流防止弁は本事故

時に取り付けられていた角度では圧力差がなく、完全に閉鎖されなかった。

(3) 取付け角の影響 

逆流防止弁はマニュアルどおりにヒンジを上にして取り付けられておら

ず、「ＨＩＮＧＥ」の表示が左は９３.６°、右は１０４.０°配管の中心軸

回りに回転した位置であった。それぞれの角度において上記の検査を実施

した結果、開きにくく閉まりにくいことが判明した。しかし、機能検査に

おいては弁の固着は生じなかった。 
 

３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 あり 

3.4  判明した事項 

の解析 

(1) エンジン停止の理由 

燃料気化器に残燃料がなかったことから、同機はエンジンへの燃料供給

が止まり、エンジンが停止したと推定される。また、左燃料タンクは飛行

前と同じ量の燃料が残っていたが、右燃料タンクはほとんど空であったこ

とから、左燃料タンクとサンプタンクの間で燃料供給が止まったと推定さ

れる。燃料タンクとサンプタンク間の配管には、燃料タンクろ過器と逆流

防止弁が取り付けられている。ろ過器と配管には閉塞を生じさせる程度の

異物は発見されなかったことから、左逆流防止弁が閉位置で固着し燃料が

流れなくなったものと考えられる。１回目の飛行前後の左燃料タンクの搭

載量が変化していないことから、逆流防止弁は事故当日の１回目の飛行か

ら閉位置で固着していたものと考えられる。閉位置での固着の原因は、左

の弁の経年劣化により圧力降下が基準から外れていたこと、異物が存在し

ていたことの複合による可能性が考えられるが、その特定には至らなかっ

た。 

なお、機体調査時においてサンプタンクに燃料が残っていたことに関し

ては、不時着時の衝撃を受けて逆流防止弁の固着がなくなり、左燃料タン

クからの燃料の流れが回復したものと考えられる。 

(2) 逆流防止弁の取付け角の影響 

    左右の逆流防止弁がマニュアルどおりに取り付けられていなかったが、 

逆流防止弁

「HINGE」の表示 
ヒンジ及びスプリング 

流れ方向 
弁 流れ方向 
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その取付け位置は、本来の位置に比して弁の閉まる力を弱めるものとなっ

ており、燃料供給の閉塞には関与していなかったと考えられる。また、左

右の逆流防止弁のスリップマークが製造時に施されるものと異なることか

ら、同弁は製造後に再取付けされたものと考えられる。 

(3) 燃料の片減りの状態 

１回目の飛行前点検における燃料搭載量は、左燃料タンクが７～８割、

右燃料タンクが４～５割と、サービス通信にある燃料の片減りの調整時期

である１／４を超える片減りに近いものであった。また、１回目の飛行後

では、左燃料タンクが７割、右燃料タンクが３割といかなる飛行において

も超えてはならないとされる１／２に近いことが確認されていた。した

がって、少なくともこの時点で飛行を中止し、故障探求を行うべきであっ

たものと推定される。 

なお、操縦士Ｂが述べた燃料消費率及び３回の飛行時間が合計で約２時

間であることから推算すると、事故当日の３回の飛行により計７０ℓ程度の

燃料を使用したと推定される。また、左燃料タンクは１回目の飛行前から

不時着後まで変わらなかったと記憶されていたことから、１時間２５分飛

行した１回目の飛行後においても燃料の片減りの状態が目立って進行して

いたと考えられる。 

(4) 片減りで飛行した理由 

同機は、以前より燃料の片減りの傾向があり、その状況が放置されてい

たものと考えられる。事故当日の１回目のアクロバットを含む飛行後にお

いても、同機は極端な片減り状態となったが、これまでの傾向の延長と捉

えられ、一時的な現象との誤った判断がされた可能性が考えられる。 

(5) 燃料供給停止の判別 

同機は、１回目の飛行の前後に目視確認された燃料搭載量及び燃料計の

指示から、燃料系統の構造の知識があれば、左燃料タンクからの燃料供給

が止まっていることが判別できたものと考えられる。 

(6) 設計・製造者が発行している技術文書 

設計・製造者は、サービスマニュアル及びサービス通信において燃料片

減りへの対処を記載している。同機はこれらに従い、適切な作業が行われ

るべきであったと考えられるが、同機の所有者や操縦者はその内容を理解

していなかった可能性が考えられる。このため、設計・製造者は同型式機

の中で同機と同じ燃料系統の配管が施されている機体の所有者及び操縦者

に対し、これらの内容を再度周知することが望まれる。 

 

４ 原因 

 本事故は、同機の左燃料タンクとサンプタンクの間に取り付けられている逆流防止弁が閉位置で固

着したため、右燃料タンクの燃料のみを使い、それが枯渇したことで燃料供給が止まり、エンジンが

停止し、不時着を余儀なくされ、不時着時に機体が損壊したものと推定される。 

左逆流防止弁が閉位置で固着したことについては、弁の経年劣化及び異物の存在の複合による可能

性が考えられるが、その特定には至らなかった。 

 なお、飛行前点検において確認された燃料片減りが一時的現象と誤って判断されたことが本事故に

関与した可能性が考えられる。 

 


